紫波町森林整備計画(案)の概要について
１　変更事項
(１)　 北上川上流域地域森林計画策定に伴う変更
ア　林小班の見直しに係る各区域等の変更
イ　盛土規制法に関する変更

ウ　クリーンウッド法に関する変更
エ　花粉症発生源対策に関する変更　
オ　作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する変更
（２）　町の事業実施に伴う変更
　　ア　伐期に関する変更
イ　森林経営管理制度に関する変更
　　ウ　鳥獣被害防止森林区域に関する変更
　　エ　森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項
２　変更内容
(１)　 林小班の見直しに係る各区域等の変更
林小班が北上川上流域地域森林計画策定に伴い変更となったことから、以下の区域等について変更した。
ア　公益的機能別施業森林の区域（ゾーニング）
参照：森林整備計画（案）Ⅱ 第４　19頁
紫波町森林整備計画ゾーニング概要図
イ　森林法施行規則第33条の１号ロの規定に基づく区域
参照：森林整備計画（案）Ⅴ １　34頁
森林法施行規則第33条の１号ロの規定に基づく区域図
(２)　 盛土規制法に関する変更
令和５年５月の宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）の施行に伴い、盛土等の安全対策に関する記述を変更した
参照：森林整備計画（案）Ⅴ７　37頁　
（３）　クリーンウッド法に関する変更
令和５年４月に改正された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」（クリーンウッド法）を踏まえて記述を変更した。
　　　　 参照：森林整備計画（案）Ⅱ第８　３　27頁
（４）　花粉症発生源対策に関する変更
全国森林計画において、令和５年５月に記述が追加された「花粉症対策の全体像」を踏まえ、花粉症発生源対策に関する記述を変更した。
参照：森林整備計画（案）Ⅱ第１　３　８頁
Ⅱ第２　５　13頁
（５）　作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する変更
　　　　県の計画における路線密度の変更に伴い記述を変更した。
　　　　参照：森林整備計画（案）Ⅱ第７　１　22頁
（６）　伐期に関する変更
早い時期での伐採を可能とするため、記述を変更した。
参照：森林整備計画（案）Ⅱ第１　１　６頁
　　　　　　　　　　　　Ⅱ第４　１　17頁　
（７）　森林経営管理制度に関する変更
　　　　森林経営管理制度の進捗に伴い記述を変更した。
参照：森林整備計画（案）Ⅱ第６　１　21頁、２　21頁、３　21頁
Ⅴ６　      36頁

（８）　鳥獣被害防止森林区域に関する変更
　　　　県から提供された資料により、シカその他の鳥獣被害を防止するため、鳥獣被害防止森林区域に関する記述を変更した。

参照：森林整備計画（案）Ⅲ第１　１　28頁　
　　　鳥獣被害防止対策区域図
（９）　森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項
　　　　県内におけるナラ枯れ被害の拡大に鑑み、町内でナラ枯れ被害が発生した際に速やかな対策を実施するため、ナラ枯れ被害対策の方針に関する記述を変更した。
参照：森林整備計画（案）Ⅲ第２　１　31頁　
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